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●コミュニティバス運休日：�毎週木曜日、３月２０日（木・祝）
＊運行状況は市ホームページにてご確認ください。 市HP →

月�日 香�芝�清�掃 大�和�清�掃

４／７（月） 別所・瓦口
北今市・藤山・穴虫
下田（西・東）・高

８（火）

五位堂

逢坂・穴虫・畑

９（水） 関屋・田尻・穴虫

１０（木）

１１（金） 畑・磯壁・本町

１４（月） 下田（西・東）・五ヶ所

くみ取り便槽（非水洗）収集日程　令和７年４月分 ◆問合先　市役所環境政策課　☎４４－３３０６
月�日 香�芝�清�掃 大�和�清�掃

４／１（火）
狐井
（磯壁の一部を含む）

　２（水） 良福寺・鎌田

３（木）
東良福寺

４（金） 上中・今泉・尼寺・平野

５（土） 今泉・上中・下田（西・東）

浄化槽清掃日程　令和７年４月分　＊日曜日・祝日・清掃業者の休日は休み
４月１０日（木）～３０日（水） ［大和清掃］ 関屋地区（近鉄大阪線南側）

○作業時間の目安は、月～金曜日が８：００～１５：００、土曜日が８：００～１２：００です。作業状況により前後する場合があります。
○�浄化槽清掃について、４月にくみもれた世帯は５月に予備日を設けますので、５月７日（水）～１３日（火）の８：３０～１７：１５までに環境政策課へ電話でお申し

込みください。（注意：予備日の受付件数には限りがあります。料金は一斉清掃時と同じですが、前年に清掃をされていない場合はこの限りではありません。）

○令和６年４月より一斉清掃料金が２００円増額されましたのでご留意ください。詳しくは清掃業者へお問い合わせください。

○各日程については、作業の状況により２～３日前後することがあります。
○浄化槽は、浄化槽法第１０条で年１回以上の清掃が義務付けられています。

○転入・転居・浄化槽を新設されたときで浄化槽一斉清掃をご利用される場合は、登録が必要です。環境政策課の窓口でお申し込みください。

○転入・転出されるとき、また公共下水道に切り替えられたときは、環境政策課までご連絡ください。

○清掃には水道・ホースが必要です。作業内容などについては清掃業者へお問い合わせください。

◆香芝清掃　☎７６－６１０８　　◆大和清掃　☎５２－３３７２

「遺言の日」記念　無料法律相談

◆日時　４月１５日（火）１０：００～１２：００、１３：００～１５：００
＊相談時間：１人につき３０分
◆場所　奈良弁護士会（奈良市中筋町２２－１）
◆定員　先着１６名
＊相談内容は、相続遺言に関することに限ります。
◆申込・問合先　４月１日（火）～１４日（月）に、電話にて申込
奈良弁護士会　☎０７４２－２２－２０３５
［受付：平日９：３０～１７：００］

○電池と蛍光灯の収集日が一部変更となっています。ごみカレンダーで日程を確認してください。
＊令和７年度のごみカレンダーより電池、蛍光灯の表示が変更となっています。（従来は有害ごみ（電池類蛍光灯類）の表示）
○電池と蛍光灯は、必ず別々の透明の袋に分けて出してください。
＊混在している場合は収集できませんのでご注意ください。
＊ＬＥＤ電球はリクエスト収集で出してください。

○火災事故を防ぐため、適切にごみを出してください。カセットボンベ・スプレー缶等や充電式電池（リチウムイオン電池等）を
適切に分別処理できていないことが原因となり、ごみ焼却場やごみ収集車において火災や爆発事故が発生しています。発生
した場合はごみの収集に遅れが生じたり、収集を中止する場合があります。ごみ収集を確実に行うためにごみの出し方のルール
を守っていただきますようお願いします。

ごみ(電池・蛍光灯)の出し方のお願い ◆問合先　廃棄物対策課　☎７７－４１８９

次回
広報かしば4月号の発行は
3月31日（月）です。
＊�3月21日（金）発行の広報かしば�
3月号は休刊となります。
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